
自治会・同窓会等向け

会員名簿を作るときの注意事項会員名簿を作るときの注意事項

自治会のみなさん

自
治
会
会
長



１．はじめに…………………………………………………………………………… 1
２．個人情報保護法とはどんな法律か……………………………………………… 1
３．用語の説明………………………………………………………………………… 2

（１）個人情報とは
（２）要配慮個人情報とは
（３）「個人情報データベース等」、「個人データ」、「保有個人データ」とは
（４）「事業」とは

４．守るべき基本ルール……………………………………………………………… 5
（１）ステップ①　個人情報を集める前

　　　【利用目的の特定】
　　　【利用目的による制限】

（２）ステップ②　個人情報を集め、利用するとき
（ア）本人から取得する場合【利用目的の明示・適正な取得】
（イ）家族の情報を聞き取る場合【利用目的の通知公表・適正な取得】
（ウ）市町村等から取得する場合【自治会等に関係する規律】【行政機関等に関係する規律】
（エ）民生委員から取得する場合【自治会等に関係する規律】【行政機関等に関係する規律】
（オ）要配慮個人情報を取得する場合【本人の同意】
（カ）個人情報を利用するときの注意事項【不適正な利用の禁止】

（３）ステップ③　保管しているとき
　　　【データ内容の正確性の確保等】
　　　【安全管理措置】
　　　【従業者の監督】 
　　　【委託先の監督】
　　　【保有個人データに関する事項の公表等】

（４）第三者に提供するとき
　　　【本人の同意】

　　　【第三者提供に係る記録の作成等】

５．個人情報保護委員会………………………………………………………………12
（１）個人情報保護委員会の監視・監督権限
（２）個人情報保護法相談ダイヤル等

６．Q ＆ A ……………………………………………………………………………13
７．参考資料……………………………………………………………………………17

目次



1

　自治会・町内会や同窓会、PTA、マンション管理組合、NPO 法人、サークル等の団体（以
下「自治会等」といいます。）では、会の運営や会員間の交流等のために名簿を作成し、利
用しています。

その一方で、個人情報に対する人々の意識は高まっており、個人情報を取り扱う自治会
等において、安心 • 安全や信頼を確保することが求められています。

個人情報の取扱いにあたり注意すべき点をまとめましたので、自治会等の名簿の作成や
管理にお役立てください。

　
　　　　個人情報の保護に関する法律 ( 以下「個人情報保護法」といいます。) は、利用者や消費

者が安心できるように、企業や団体、行政機関等※に個人情報をきちんと大切に扱ってもらっ
た上で、有効に活用できるよう共通のルールを定めた法律です。
※　国の行政機関、地方公共団体の機関（議会を除く）、独立行政法人等や地方独立行政法
人を指します（個人情報保護法第 2条第 11項。以下「法〇条〇項〇号」と略します。）。

個人情報の流出にご注意ください！
犯罪者グループは、高齢者等の個人を狙った強盗や特殊

詐欺において、不正に入手した名簿を使ってターゲットを
しぼり、犯行に及んでいるものと考えられます。

犯罪者グループの手に名簿が渡らないよう、個人情報保
護法に基づき適切に名簿を管理しましょう。

個人の
権利・利益の

保護

個人情報の
有用性
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（１）個人情報とは

　個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日等により特定の個
人を識別することができるものをいいます。

個人情報には、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別す
ることができることとなるものも含みます。

 

世の中には、同姓同名の人が存在していますが、「氏名」のみであっても、社
会通念上、特定の個人を識別することができるものと考えられますので、「氏名」
は氏名のみで個人情報になります。また、鮮明な顔画像もその情報単独で個人情
報です。

例

例

氏名

個人 太郎

東京都●●区▲▲町
個人 太郎

住所+氏名

19●●年▲月▲日
個人 太郎

生年月日+氏名

顔写真顔写真

1

2

3

5

4

6

7

はじめに

個人情報保護法とはどんな法律か

用語の説明

個人情報保護委員会

守るべき基本ルール

Q＆A

参考資料

例

例

氏名

個人 太郎

東京都●●区▲▲町
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顔写真顔写真
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　個人情報保護法に規定された用語について説明します。

その情報のみでは特定の個人を識別できない場合、その情報が個人情報にあた
るかは、当該情報を管理している事業者ごとに判断します。

例えば、自治会が、会員の「氏名」と一緒に生年月日や連絡先等を名簿に載せ
ている場合、生年月日や連絡先等は、当該自治会にとって個人情報になります。
性別や入退会日、家族構成などの情報も、特定の会員を識別できる情報と結び付
けば、個人情報になります。

一般的に、取り扱う個人情報の量が増えると、漏えい等のリスクも高まります
ので、自治会として、漏えい等を防止するために、リスクに応じた適切な措置を
講じなければなりません。

利用目的を特定するとき、団体としての活動を達成するために、必要となる個
人情報の内容を確認しておくことが必要です。
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（２）要配慮個人情報とは
　要配慮個人情報とは、個人情報のうち、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよ
うに取扱いに配慮を要する情報として、個人情報保護法 • 政令 • 規則に定められた情報です。
　人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等のほか、身体障害、
知的障害、精神障害等の障害があること等が該当します。　

（３）「個人情報データベース等」、「個人データ」、「保有個人データ」とは
• 「個人情報データベース等」とは、特定の個人情報を検索することができるように体系的

に構成された、個人情報を含む情報の集合物をいいます。

　例  　　

• 「個人データ」とは、「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいいます。
　例えば、データで管理されている会員情報に、連絡先や生年月日、入退会日等を記録
していれば、その自治会にとって、それらの情報は、その情報単独でも「個人情報デー
タベース等」を構成する個人情報、即ち、個人データに該当します。

　例  会員名簿に記載された氏名、住所、電話番号、メールアドレス、家族構成等々

 

会員名簿会員名簿会員名簿
会員情報

個人太郎

●●町 3-10

入会日 ●年●月●日

郎郎

入

会員名簿会員名簿会員名簿

要配慮個人情報を聞き取ったり、名簿に載せる場合は、なんのためにその情報
が必要で、どのように利用するのか検討し、利用目的を特定してください。

その上で、要配慮個人情報を取得する場合は、本人の同意を得る必要があります。

メモ
3

• 会員名簿
• データで管理されている会員情報
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• 「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、本人からの請求により開示、内容の訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を
有する個人データをいいます。

自分の個人情報を
開示して欲しい

を

「個人情報」と「個人データ」
「個人情報取扱事業者」の守るべき義務には、「個人情報」そのものを対象にす

るものと、会員名簿等に記載された「個人情報」である「個人データ」のみを対
象にするものがあります。

自治会は「個人情報取扱事業者」？
「個人情報データベース等」、つまり、会員名簿等をその事業に利用している者

が「個人情報取扱事業者」であり、個人情報保護法の対象となります。
事業で名簿等を利用していれば、株式会社等の営利組織だけでなく、自治会・

町内会、同窓会、ＰＴＡ、マンション管理組合、ＮＰＯ法人、サークル等の非営
利の団体や、個人で活動している個人事業主も「個人情報取扱事業者」に該当し
ます。

（４）「事業」とは
　個人情報保護法における「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同
種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問
いません。

メモ
4

メモ
5

自治会会長

自治会会長

自治会も
個人情報保護法を
守らなくては
いけないんだな
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（１）ステップ①　個人情報を集める前

【利用目的の特定（法 17 条）】
（ア） 事業の内容に照らし、どのような情報を、なんのために、どのように利用する

のか、利用目的を定めましょう。 

（イ） 事業のために、会員名簿を会員に配布したい場合は、「●●（総会等の通知、
災害時の緊急連絡等）の目的で会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対
して配布するため」というように、全員に配布する必要がある理由を含め、利
用目的を具体的に特定しておきましょう。 
※実際に配布するには、利用目的を特定することに加え、事前に本人の同意

が必要です。

　　　【利用目的による制限（法 18 条 1 項）】
　あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超
えて、個人情報を取り扱ってはいけません。

　　　

ポイント

個人情報の利用目的をあらかじめ特定しましょう。

利用目的の範囲内

明示

通知

公表

利用目的以外の目的

同意

同意

不同意

書
面
で
同
意

同
意

不
同
意

集
め
た
個
人
情
報

は
災
害
時
の
連
絡

網
と
し
て
利
用
し

ま
す

今
後
、
近
所
の
お

店
の
宣
伝
に
も
個

人
情
報
を
利
用
し

ま
す

自治会会長 自治会会長

利用目的以外の目的で名簿を利用していると考えられる例
　会の運営のために作成した名簿を、近所のお店のクーポンを配るためや、
別の団体への勧誘のために利用する等

メモ
6
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（２）ステップ②　個人情報を集め、利用するとき

（ア） 本人から取得する場合 
【利用目的の明示（法 21 条２項）・適正な取得（法 20 条 1 項）】

　本人から、直接書面に記入してもらう、パソコンやスマホの画面上で入力して
もらう等の方法により、個人情報を集める際には、そのときに、本人に対して、
利用目的を明示しなくてはなりません。
　例えば、本人に個人情報を記入してもらう場合は、記入用紙に利用目的を記載
しておく、画面上に個人情報を入力して送信してもらう場合には、画面に利用目
的を表示しておく等の方法があります。
　個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、
本人から個人情報を取得してはいけません。

（イ） 家族の情報を聞き取る場合
【利用目的の通知公表（法 21 条 1 項）・適正な取得（法 20 条 1 項）】

　家族の情報は、会員本人とは別人の個人情報です。 
　例えば、Ａさんから、Ａさんの配偶者や子どもの氏名や年齢を教えてもらう場
合、Ａさんの配偶者や子どもにも、利用目的を知らせる必要があります。
　また、小さな子どもから、親に内緒で収入事情等を聞き出す等不適正な個人情
報の取得はしてはいけません。

 

ポイント
利用目的は、本人に明示や通知したり、回覧や掲示等
してお知らせしましょう。

災害時の連絡のために
利用します。

災害時の連絡のために
利用します。

※記入用紙に利用目的を明記

自治会
個人情報取扱ルール 〇条・・利

用目的

自治会会長

自治会会長



7

（ウ）市町村等から取得する場合
【提供を受ける自治会等に関係する規律（法第４章）】

　市町村等は、「行政機関等」であって「個人情報取扱事業者」ではありません（法
16 条 2 項、法 2 条 11 項）。
　そのため、行政機関等から保有個人情報の提供を受ける場合は、第三者提供を
受ける際の確認や記録の作成等の必要はありません（法 30 条、法 29 条 1 項かっ
こ書、法 16 条 2 項各号）。　
　なお、このとき、提供を受ける個人情報について、利用の目的や方法等の制限、
又は取扱者の範囲の限定や取扱状況の報告等適切な管理のために必要な措置を求
められた場合には、適正に対応する必要があります（法 70 条）。

【提供を行う行政機関等に関係する規律（法第５章）】
　行政機関等においては、法令の定める所掌事務や業務を遂行するために必要な
場合において、特定した利用目的のために自治会等に保有個人情報を提供するこ
とがあります（法 61 条 1 項、法 69 条 1 項）。その他にも、法令に基づく場合（法
69 条 1 項）や利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合があり
ます（法 69 条 2 項各号）が、実際に提供を行うことの適否については、各行政
機関等において適切に判断される必要があるものです。
　市町村等が保有個人情報の提供を行うケースとして、災害時において特に必要
があると認めるときに、避難支援等の実施に必要な限度で避難行動要支援者名簿
を自主防災組織等に対して提供する場合（災害対策基本法第 49 条の 11 第 3 項）
等が考えられます。

（エ）民生委員から取得する場合
【提供を受ける自治会等に関係する規律（法第４章）】

　民生委員・児童委員は非常勤・特別職の地方公務員であり、法16条２項２号
における「地方公共団体」の職員に当たることから、民生委員・児童委員として
活動する範囲内では個人情報取扱事業者から除かれています。
　その上で、行政機関等から保有個人情報の提供を受ける場合は、第三者提供を
受ける際の確認や記録の作成等の必要はありません（法 30 条、法 29 条 1 項かっ
こ書、法 16 条 2 項各号）。
　なお、このとき、提供を受ける個人情報について、利用の目的や方法等の制限、
又は取扱者の範囲の限定や取扱状況の報告等適切な管理のために必要な措置を求
められた場合には、適正に対応する必要があります（法 70 条）。

法
第4章 法

第5章

自治会等 市町村等

自治会会長
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【提供を行う行政機関等に関係する規律（法第５章）】
　民生委員が自治会等の会員でもある場合等において、民生委員として活動する
なかで得た個人情報を、自治会等の活動のために提供することは、個人情報保護
法上の従事者の義務違反となるほか（法 67 条）、民生委員法上の守秘義務違反
となる可能性がありますので、ご注意ください。

（オ）要配慮個人情報を取得する場合
【要配慮個人情報の取得の際の本人の同意（法 20 条２項）】

　メモ③のとおり、心身の機能の障害の有無等の要配慮個人情報を聞き取ったり、
名簿に載せる場合には、あらかじめ本人の同意が必要です。
　なお、自治会等が、要配慮個人情報を書面又は口頭により本人から適正に直接
取得する場合は、本人が当該情報を提供したことをもって、自治会等が当該情報
を取得することについて本人の同意があったものと解されます。

（カ）個人情報を利用するときの注意事項
【不適正な利用の禁止（法 19 条）】

強盗や特殊詐欺、違法な取り立てや不当な勧誘等に使うおそれがある相手に、
名簿や個人情報を渡してはいけません。

名簿

特殊詐欺
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（３）ステップ③　保管しているとき
 

【データ内容の正確性の確保等（法 22 条）】
　利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に
保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消
去するよう努めましょう。
　名簿の内容は定期的に確認・更新し、古い名簿等は、データを削除、回収して
シュレッダーにかける等、適切に廃棄しましょう。

【安全管理措置（法 23 条）】
　個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の名簿の安全管理のために、
必要かつ適切な措置を講じなければなりません。

　
・個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的なルールを決める。
・紙で管理している場合は、鍵がかかる引き出しに保管する。
・パソコンで管理している場合は、セキュリティ対策ソフトウェアを導入する。
　また、名簿の配布先の会員に対して、他人に渡したり、盗難や紛失等によって
名簿が流出しないように注意を呼びかけることも重要です。

　

ポイント

個人情報の漏えい等が生じないよう、安全に管理しま
しょう。

ポイント

委託業者に名簿を提供する場合は、委託先をしっかり
と選定・監督しましょう。
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【従業者の監督（法 24 条）】 
　従業者に個人データを取り扱わせるにあたって、当該個人データの安全管理が
図られるよう、従業者に必要かつ適切な監督を行わなくてはいけません。
　自治会等の形態や管理の実態にもよりますが、団体の運営を担う役員等は、個
人情報保護法における「従業者」に該当するものと考えられます。

【委託先の監督（法 25 条）】
　個人データの取扱いを委託する場合は、委託された個人データの安全管理措置
が講じられるよう、委託先に必要かつ適切な監督を行わなくてはいけません。
　印刷業者や工事業者に名簿を提供する場合等は、委託先をしっかりと選定しま
しょう。

　
　個人データの持ち出し禁止、委託された業務以外の利用禁止、返却・廃棄等の
事項を記載した書面を渡す等が考えられます。
　また、個人データが適切に取り扱われているか、委託先の状況を口頭等で確認
することも大切です。

【保有個人データに関する事項の公表等（法 32 条）】
　個人情報取扱事業者の代表者名や利用目的、安全管理措置の内容を本人が知り
得る状態におかなくてはなりません。
　自治会等でも、会員から名簿等の管理について聞かれたときに対応できるよう、
体制を整えておく必要があります。

（４）　第三者に提供するとき（名簿を会員に配布するときを含む）
 

【本人の同意（法 27 条 1 項）】　 

　本人以外の者に個人データを提供（第三者提供）する場合は、あらかじめ本人
の同意を得る必要があります。
　会員に名簿を配ることは、名簿に記載されている本人以外の会員への個人デー
タの提供にあたるので、原則として第三者提供に該当します。
　したがって、会員名簿を会員に配布するためには「●●の目的で会員名簿を作
成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」と団体の利用目的を特定す
るだけではなく、会員名簿の配布について、あらかじめ本人の同意を得る必要が
あります。

ポイント

あらかじめ本人の同意を得ましょう。
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　ただし、例えば、以下のような場合は、同意を得なくても提供できます（法
27 条１項各号）。
１．法令に基づく場合 
• 警察の捜査関係事項照会に対応する場合（刑事訴訟法第 197 条第２項）
• 裁判所からの調査や文書送付の嘱託への対応（民事訴訟法第 186 条、第 226 条）
• 税務署の所得税等に関する調査に対応する場合（国税通則法第 74 条の２等）　

２．人の生命、身体、財産を守る場合 
• 大規模災害や事故等の緊急時に、人の生命、身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときに、家族、
行政機関等に名簿を提供する場合

【第三者提供に係る記録の作成等（法 29 条 1 項）】
　個人データを第三者に提供したときは、文書や電磁的記録又はマイクロフィル
ムに、「いつ・誰の・どんな情報を・誰に」提供したかを記録しなければなりません。

　

 
　

• 名簿等を第三者に提供する時点より前に、本人の同意を得る必要があります。
• 個人情報を取得する段階で、利用目的を書面や画面に明示し、確認欄にチェック

を入れてもらう等の方法で、同意を得るという方法もあります。
• 同意は、必ずしも書面により取得する必要はありませんが、記録として残ってい

たほうがトラブル防止になります。
• 第三者提供時の記録の作成と保存は、不正入手された名簿等がどういう経路を

辿ってきたのか、追跡するための重要な手段となります。

メモ
7

第三者に個人データを渡す前に本人の同意が必要

名
簿
を
会
員
に

配
布
し
ま
す

同意

同意

不同意

書
面
で
同
意

同
意

不
同
意自治会会長

本人の同意や提供に関する記録の作成が不要の場合（法 27 条５項）
　以下のような場合は、「第三者」への提供ではないため、本人の同意や提供に
関する記録の作成と保存は必要ありません。
• 利用目的の達成に必要な範囲内において、当該個人データの取扱いを委託す

ることに伴って当該個人データを提供する場合（法 27 条５項１号）
• 共同利用する場合（法 27 条５項３号）
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３．用語の説明
　（１）個人情報保護委員会の監視・監督権限

　個人情報保護委員会は、個人情報等の適正な取扱いに向けた取組みを行ってお
り、個人情報保護法に違反する、又は違反するおそれがある場合に、必要な報告
又は資料提出の要求、又は立入検査を実施し、指導 • 助言や勧告 • 命令をするこ
とができます。
　個人情報保護委員会の命令に従わない場合等には、罰則の適用もあり得ます。

　（２）個人情報保護法相談ダイヤル等

個人情報保護法相談ダイヤル

☎ 03-6457-9849
受付時間：9:30 〜 17:30( 土日祝日及び年末年始を除く )

個人情報保護委員会では、個人情報保護法等に関す
る質問に対して 24 時間回答できるよう、チャット
ボットサービスの提供をしています。
　　

1

2

3

5

4

6

7

はじめに

個人情報保護法とはどんな法律か

用語の説明

個人情報保護委員会

守るべき基本ルール

Q＆A

参考資料

　個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈についての一般的な質問
や、苦情あっせんのための個人情報保護法相談ダイヤルを設置しています。

URL　https://2020chat.ppc.go.jp/
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Q.　利用目的の特定の手続はどのように行えばいいのですか？
A. 　団体の規約等に則って決めてください。

　なお、特定した利用目的は、本人への明示や通知、掲示や回覧等への対応のため、
文書化して管理することが望ましいです。

　

Q.　一度特定した利用目的を変更することはできますか？
A. 　変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲であれば、改めて本

人の同意を得なくても利用目的の変更が可能です。変更後の利用目的は、本人に通知、
又は掲示・回覧等する必要があります。
　ただし、例えば、「災害時の連絡のため」として取得した連絡先を「イベントの告知」
に利用するという場合、関連性を有するとは認められないため、原則として、本人の
同意を得る必要があります。

　

Q.　本人の同意を得るとはどういうことですか？
A. 　「同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で

取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示のことです。
　そして、「本人の同意を得る」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取
扱事業者が認識することをいいます。
　事業の性質や個人情報の取扱状況に応じ、本人が同意に
係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な
方法で行ってください。

1

2

3

5

4

6

7

はじめに

個人情報保護法とはどんな法律か

用語の説明

個人情報保護委員会

守るべき基本ルール

Q＆A

参考資料

手続き

同意
します

名　簿

氏名　　
　　TEL

１．〇山
□子　　

　　　　
　　

２．△木
〇夫　1

23-456
7

３．□村
〇郎

４．〇田
△美　9

87-654
3
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Q.　子どもや本人の判断能力が不十分な方からは、どのように同意を得ればい
いですか？

A. 【子どもの場合】

　法定代理人等から同意を得る必要がある子どもの具体的な年齢は、対象となる個人
情報の項目や事業の性質等によって、個別具体的に判断されるべきですが、一般的に
は12歳から15歳までの年齢以下の子どもについて、法定代理人等から同意を得る必要
があると考えられます。

【判断能力が不十分な障害者等の場合】
　本人に十分な判断能力がなく、成年後見人等の法定代理人が選任されている場合に
は、法定代理人から同意を得る必要があります。

　　　成年後見人等の法定代理人が選任されていない場合で、例えば、自治会等で災害時
の避難支援事業を行うために、必要な範囲で要配慮個人情報の提供を受けるときは、
法20条２項２号「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当すると解されるため、あらかじめ本
人の同意を得ることなく、障害者等の親族等から要配慮個人情報を取得することがで
きると考えられます。

　

Q.　ある会員から第三者提供について同意を得られなかった場合、その会員の
情報が載った名簿の利用や配布はどのようにすればいいでしょうか？

A. 　個人情報を取得する段階で、利用目的を説明し、使い方について理解を求めること

が重要です。
　会員に配布する場合は、同意が得られた項目はそのまま、同意が得られなかった項
目はマスキング等の処理をしてから、配布すること等が考えられます。

 

手続き

同意
します

名　簿

氏名　　
　　TEL

１．〇山
□子　　

　　　　
　　

２．△木
〇夫　1

23-456
7

３．□村
〇郎

４．〇田
△美　9

87-654
3
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Q.　本人の同意を得ずに第三者提供できる「オプトアウト」とはなんですか？  
A. 　オプトアウト規定による個人データの第三者提供とは、法27条２項の規定に基づき、

あらかじめ本人の同意を得ずに個人データの第三者への提供を行うことです。
　オプトアウト規定による提供をする場合、個人情報取扱事業者は、所定の事項をあ
らかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保
護委員会に届け出なければなりません。また、個人情報保護委員会に届け出た事項に
ついては、公表しなければなりません。
　個人情報保護委員会に届出された事項は個人情報保護委員会のウェブサイト上で公
表されておりますので、オプトアウト規定による個人データの提供を受ける際に、提
供元が適切な手続を経ているか確認できます。
　オプトアウト規定を順守せずに、本人の同意を得ずに行う第三者提供は、法律違反
となる可能性があります。

　

Q.　すでに配布した会員名簿はどのように取り扱えばよいでしょうか？
A. 　会の中で認識されている「利用目的」の範囲内で取り扱うのであれば、特段何か行

う必要はありません。いずれにしても、配布先において盗難・紛失等のないよう、適切
に管理しましょう。

Q.　新たに会員名簿を作成・配布する場合、変更点のない会員は、以前取得し
た情報をそのまま利用することになりますが、その場合どのように取り扱え
ばよいでしょうか？

A. 　以前に会員名簿を作成する際、その会員に対して、「利用目的」を伝え、「第三者提供」

について同意を得ていると思われますので、その場合は改めて何か行う必要はありま
せん。

　

個人情報保護委員会ウェブサイト
オプトアウト届出の概要 等
URL　https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/
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Q.　個人情報には死者の情報は含まれないと聞きました。会報に訃報を掲載す
るときはどうすればいいですか？出生情報や入退会情報についてはどうで
しょうか？

A. 死者に関する情報については、個人情報に該当しませんが、死者に関する情報が、同時

に生存する遺族等に関する情報である場合には、その遺族等に関する個人情報となり
ます。
　個人データに該当する出生情報や入退会情報を会報に掲載することは、第三者提供
に該当し、原則としてあらかじめ本人の同意が必要です。なお、一般的に、新生児の　　
個人データを第三者提供するために必要な同意は、親権者から得る必要があります。
　個人データについては、３ 用語の説明 ③ページ  （３）「個人情報データベース等」、

「個人データ」、「保有個人データ」とは　をご確認ください。

Q. 　イベントで撮影された写真を載せた会報を配布したいです。写真に写って
いる本人からあらかじめ同意を得る必要がありますか？

A. 一般的に、本人を判別可能な写真の画像は個人情報には該当しますが、個人データで

はないと解されるため、あらかじめ本人の同意を得ずに配布等を行っても、第三者提
供するときのルールに違反するおそれはないと解されますが、利用目的を通知又は公
表することは必要です（法21条１項）。
　なお、プライバシーの権利や肖像権の侵害に当たる場合もあるため、不特定多数の
者への提供に際しては自主的に本人の同意を得る等の取組が望ましいと考えられます。
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はじめに

個人情報保護法とはどんな法律か

用語の説明

個人情報保護委員会

守るべき基本ルール

Q＆A

参考資料

個人情報保護法について、もっと詳しく知りたい方は

・個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン
( 通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・
匿名加工情報編、認定個人情報保護団体編 )

・「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関する Q ＆ A
・マンガで学ぶ個人情報保護法
を個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載していますので、ご参照ください。

　 URL　https://www.ppc.go.jp/



個人情報保護法における基本的なルール
　

名簿を第三者に提供するときのルール　

▶【原則】 本人の同意　
本人以外の者に名簿や名簿に含まれる個人情報を提供する場合は、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。 
※個人情報を取得するときに、会員へ配布する等の利用目的を説明した上で同意を得る等の方法があります。

　ただし、例えば、以下のような場合等、同意を得なくても提供できる場合があります。
　（その１） 法令に基づく場合　　　
　　　　　 警察、裁判所、税務署からの照会等、法律や政令等に定めがある場合
　（その２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で本人の同意を得ることが困難であるとき
　　　　　 災害発生時に、会員の安否確認のために警察・消防機関等に名簿を提供する場合
　▶提供に関する記録の作成義務｠
名簿や名簿に含まれる個人情報を第三者に提供したときは、原則として、提供に関する記録を作成し、一定期間保管
しなければなりません。

名簿の取扱いを委託するときのルール　

　▶委託先の監督　
印刷業者や工事業者に名簿を提供する場合等、名簿や名簿に含まれる個人情報の取扱いを委託する場合は、
委託先をしっかりと選定し、委託先において名簿が安全に管理されるよう、適切に監督しなければなりません。
　▶本人の同意や提供に関する記録の作成は不要　
利用目的の達成に必要な範囲内において、名簿や名簿に含まれる個人情報の取扱いを委託する場合は、本人の同意や
提供に関する記録の作成は不要です。
　

ステップ①　個人情報を集める前
▶利用目的の特定と利用目的による制限
どのような情報を集め、なんのために、どのように利用するのか、利用目的を決めましょう。
会員名簿を会員に配布するのであれば、その旨を利用目的として特定する必要があります。
原則として、本人の同意なく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはいけません。
　

ステップ②　個人情報を集め、利用するとき
▶利用目的の通知等
本人に直接書面等に記載・入力等してもらうときは、あらかじめ用紙等に利用目的を明示する必要があります。
それ以外の場合も、掲示・回覧等の方法により、速やかに利用目的を知らせる必要があります。
なお、本人以外の家族の情報を集める場合には、その家族にも利用目的を知らせる必要があります。
　▶不適正な利用の禁止
強盗や特殊詐欺に使うおそれがある相手に、名簿を渡してはいけません。
　

ステップ③　保管しているとき
▶安全管理措置
取扱規程や責任者を定める等、個人情報の漏えい等の防止のために適切な措置を講じる必要があります。
名簿の配布先の会員に対して、他人に渡したり、盗難や紛失等によって名簿が流出しないように注意を呼びかけるこ
とも重要です。
　▶内容の正確性の確保等
名簿の内容を正確・最新に保ち、利用する必要がなくなった内容は、遅滞なく適切に消去しましょう。

名簿を作成・保管するときのルール

令和 5年 12月発行


